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• 兵庫県では、ユニバーサル社会づくりを進めようとする全ての人が共有すべき理念と実現に向けた取組の
基本方向を明らかにするため、2005年に「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針」（以降､総合指
針）を策定し、だれもが主体的に生き、支える社会の構築をめざしてきた。

• 2018年には、年齢、性別、障害の有無、言語、文化等の違いに関わりなく、全ての人が地域社会の一員と
して尊重され、互いに支え合い、一人ひとりが持てる力を発揮して活動することができるユニバーサル社
会実現のための基本理念等を定めた「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」と、障害者等が自ら
情報を取捨選択し、自らの意思で行動できるよう、生活に必要な情報の取得や利用、意思疎通の多様な手
段の確保に関する取組を促進するため、議員提案による「障害者等による情報の取得及び利用並びに意思
疎通の手段の確保に関する条例」（ひょうご・スマイル条例）を制定（2月）・施行（４月）した。

• これらの条例の基本理念実現のために、同年10月に総合指針を改正し、「ひと」「参加」「情報」「ま
ち」「もの」の５つの柱のもと、ユニバーサル社会づくりの推進に向けた取組の方向性等を定め、県民、
事業者、団体及び行政の参画と協働により、各種施策に取り組んできた。

• 前回の総合指針の改定から６年が経過し、SDGsの伸展やデジタル化の加速、働き方の多様化、マイノリ
ティに関する認識の変化、SNS上の誹謗中傷など新たな人権問題、子どもの貧困、制度の狭間の課題の顕
在化等、社会情勢の変化を踏まえ、従前の５つの柱のもと、新たに県施策の基本的方向を定めることとし
た。
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• 「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例」第12条に基づき、基本理念（ひと・参加・情報・まち・
もの）に基づく施策を総合的に実施するための指針であり、県施策の基本的な方向性を示すものである。

• 「障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎通の手段の確保に関する条例」第７条第１項に定める
実施計画である。

• 県政の基本指針である「ひょうごビジョン2050」がめざす「みんなが生きやすい地域」をはじめ「安心し
て子育てできる社会」「安心して⾧生きできる社会」などを実現するためのユニバーサル社会づくりの推
進分野での県施策の基本的な方向性を示す指針となる。

なお、同条例の実施条例として、｢福祉のまちづくり条例｣(1) ､｢障害者等による情報の取得及び利用並びに意思疎
通の手段の確保に関する条例(ひょうご・スマイル条例)｣(2) ､｢高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環
境の整備に関する条例(ユニバーサルツーリズム推進条例)｣(3) をそれぞれ制定している。

(1) 高齢者や障害者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、1992年10月に全
国に先駆けて制定

(2) 障害者等の生活に必要な情報の取得や利用、意思疎通の多様な手段の確保に関する取組を促進し、県民誰もが安心
して暮らし、自己決定による能動的な社会参画ができる環境を整え、ユニバーサル社会づくりを推進するため、
2018年４月に制定

(3) 高齢者、障害者、乳幼児を同伴する人など移動や宿泊に困難を伴う人が、行きたいところに旅行できる環境を整備
するため、2023年４月に、ユニバーサルツーリズムに特化した条例として全国で初めて制定
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• 始期 2025年４月からとし、社会情勢やユニバーサル社会づくりの取組状況を踏まえながら、必要に応じ
て見直しを実施する。

• 県は、ユニバーサル社会づくりの実現に向けて、総合指針に沿って、毎年度、実施施策をとりまとめると
ともに、その実施状況を公表する。
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